
 
地域包括加算について 

 

当院は「かかりつけ医」として以下のような取組みをおこなっています 

 
 

○健康相談、予防接種や健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関する 

 相談に応じます。また必要に応じて専門医のいる医療機関にご紹介致します 

〇生活習慣病や認知症等に対する治療や管理を行います 

〇他の医療機関で処方されるお薬を把握し、服薬状況等を含めた薬の管理を行います 

○介護保険の利用に関するご相談に応じます 

〇診療時間外を含む夜間・休日の問い合わせに関して緊急時の対応方法等に係る 

 情報提供に対応しています 

〇相談支援専門員（ケアマネージャー）からのご相談に対応しています 

○患者様の病態・通院状態に応じ、28 日以上の長期の投薬をおこなうこと 

 又は、リフィル処方箋を交付することについて当該対応が可能です。 

〇日本医師会かかりつけ医機能研修制度 応用研修会を終了しています 

 
 
 

 
 

 
 

    

 


